
第２０回委員会で審議を実施した事業 

 
１ 県事業 
 

番号 
事 業 名 

路線又は箇所名等 
事 業 概 要 

再評価
の理由

１ 
江戸川左岸流域下水道事業 
江戸川左岸処理区 

下水道事業を継続し、生活環境の改善及び公共用水域の
水質保全を図る。 
（江戸川左岸処理区） 
・総事業費 3,820 億円 
・事業期間 S47～H49 
・事業面積 21,036ha 

⑥ 

２ 
手賀沼流域下水道事業 
手賀沼処理区 

下水道事業を継続し、生活環境の改善及び公共用水域の
水質保全を図る。 
（手賀沼処理区） 
・総事業費 2,310 億円 
・事業期間 S46～H53 
・事業面積 12,731ha 

⑥ 

 
 
 

２ 市町村事業 

番号 
事 業 名 

路線又は箇所名等 
事 業 概 要 

再評価
の理由

１ 
船橋市公共下水道事業 
江戸川左岸処理区、印旛処理区、西
浦処理区、小室第 2排水区 

下水道事業を継続し、生活環境の改善及び公共用水域の
水質保全と、浸水被害の防除を図る。 
・事業主体 船橋市 
（江戸川左岸処理区他）     （小室第 2排水区 ）     
・総事業費 2,433 億円      ・総事業費 27 億円    
・事業期間 S45～H53         ・事業期間 S55～H23 
・事業面積 3,456ha        ・事業面積 75ha      

⑥ 

２ 
野田市公共下水道事業 
江戸川左岸処理区、南部 2排水区他

下水道事業を継続し、生活環境の改善及び公共用水域の
水質保全と、浸水被害の防除を図る。 
・事業主体 野田市 
（江戸川左岸処理区）       （南部 2排水区他 ）     
・総事業費 1,399 億円       ・総事業費 209 億円  
・事業期間 S56～H49           ・事業期間 S48～H39 
・事業面積 4,337ha          ・事業面積 630ha    

⑥ 

３ 
流山市公共下水道事業 
江戸川左岸処理区、流山第 1 排水区
他 

下水道事業を継続し、生活環境の改善及び公共用水域の
水質保全と、浸水被害の防除を図る。  
・事業主体 流山市 
（江戸川左岸処理区）       （流山第 1排水区他 ）   
・総事業費 865 億円         ・総事業費 70 億円   
・事業期間 S56～H49           ・事業期間 S48～H28 
・事業面積 2,871ha          ・事業面積 412ha    

⑥ 

４ 
浦安市公共下水道事業 
江戸川左岸処理区 

下水道事業を継続し、生活環境の改善及び公共用水域の
水質保全を図る。        
・事業主体 浦安市 
（江戸川左岸処理区） 
・総事業費 519 億円 
・事業期間 S50～H49 
・事業面積 1,697ha 

⑥ 



 

番号 
事 業 名 

路線又は箇所名等 
事 業 概 要 

再評価
の理由

５ 
松戸市公共下水道事業 
手賀沼処理区、江戸川左岸処理区 

下水道事業を継続し、生活環境の改善及び公共用水域の
水質保全を図る。 
・事業主体 松戸市 
（手賀沼処理区他） 
・総事業費 2,860 億円 
・事業期間 S47～H53 
・事業面積 5,720ha 

⑥ 

６ 
柏市公共下水道事業 
手賀沼処理区、江戸川左岸処理区、
大堀川右岸第 8排水区他 

下水道事業を継続し、生活環境の改善及び公共用水域の
水質保全と、浸水被害の防除を図る。  
・事業主体 柏  市 
（手賀沼処理区他）      （大堀川右岸第８排水区他） 
・総事業費 2,378 億円    ・総事業費 433 億円  
・事業期間 S48～H53      ・事業期間 S49～H42  
・事業面積 7,576ha       ・事業面積 2,073ha      

⑥ 

７ 
鎌ケ谷市公共下水道事業 
手賀沼処理区、印旛処理区 

下水道事業を継続し、生活環境の改善及び公共用水域の
水質保全を図る。   
・事業主体 鎌ケ谷市 
（手賀沼処理区他） 
・総事業費 498 億円 
・事業期間 S49～H53 
・事業面積 1,237ha 

⑥ 

８ 
印西市公共下水道事業 
手賀沼処理区、手賀第一排水区他 

下水道事業を継続し、生活環境の改善及び公共用水域の
水質保全と、浸水被害の防除を図る。 
・事業主体 印西市 
（手賀沼処理区）         （手賀第一排水区他 ）     
・総事業費 248 億円      ・総事業費 148 億円  
・事業期間 S49～H53      ・事業期間 S49～H53 
・事業面積 905ha        ・事業面積 609ha  

⑥ 

９ 
住宅市街地総合整備事業 
猫実五丁目東地区 

老朽住宅の密集等により、住環境の整備等が必要と認め
られる住宅市街地において、防災性能の向上を目的とし
た良好な住環境の整備を図る。 
・事業主体 浦安市 
・総事業費 15.92 億円 
・事業期間 S58～H20 
・事業面積 1.98ha 

⑥ 

 
 
再評価の理由：① 事業採択後、５年間を経過した時点で未着工の事業 
       ② 事業採択後、１０年間を経過した時点で継続中の事業 
       ③ 事業採択前の準備・計画段階で５年間が経過している事業 
       ④ 事業採択時における予定事業実施期間が５年以内の事業であって、事業採択後５年を経過した時

点で継続中の事業 
       ⑤ 事業採事業採択時における予定事業実施期間が５年超で、かつ事業採択後５年を経過した時点で

継続中の事業であって予備的な検討を行った結果、再評価が必要とされた事業 
⑥再評価実施後一定期間（５年・１０年）が経過している事業（再再評価事業） 

  

 



問合せ先一覧 

 

 

担当課 種   別 電話番号 

県土整備政策課 総括 ０４３－２２３－３１６３ 

下水道課 下水道事業 ０４３－２２３－４３３９ 

住宅課 住宅対策事業 ０４３－２２３－３２２９ 
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